
○運転免許事務取扱規程 

平成元年 12 月 21 日 

本部訓令第 26 号 

〔沿革〕 平成２年９月本部訓令第 27号、４年 10月第 30号、５年４月第８号、８年８月第 16号、

10年８月第 12号、11年 10月第 16号、13年３月第４号、14年３月第２号、第５号、

第６号、７月第 10号、16 年４月第 10号、12月第 19号、17年３月第２号、18年 12月

第 37号、19 年６月第 14号、第 18号、21年３月第９号、５月第 13号、24年３月第７

号、７月第 12号、25 年８月第 11号、26年５月第 13号、27年３月第 10号、27年３月

第９号、９月第 15号、12 月第 22号、28年３月第９号、29年２月第４号、令和元年 11

月第 12 号、３年３月第 12 号、４年５月第 11号、６年 12月第 31号、８年１月第１号

改正  

運転免許事務取扱規程を次のように定める。 

運転免許事務取扱規程 

目次 

第１章 総則（第１条―第２条の２）  

第２章 免許  

第１節 免許等の申請等（第３条・第４条）  

第２節 免許試験等（第５条―第 12条）  

第３節 免許証等（第 13条―第 20条）  

第３章 免許の拒否等（第 21条―第 25条）  

第４章 免許の取消し等（第 26条―第 41条の４）  

第４章の２ 運転経歴証明書（第 42 条―第 42条の４）  

第５章 処分の期間の短縮（第 43条）  

第６章 聴聞及び意見の聴取（第 44 条）  

第７章 照会等（第 45条―第 48 条）  

第８章 国際免許証及び国外免許証  

第１節 国際免許証（第 49条）  

第２節 国外免許証（第 50条―第 52条）  

第９章 講習（第 53条）  

第 10章 運転適性検査及び安全運転相談（第 54条・第 55条）  

第 11章 雑則（第 56条―第 58 条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨） 

第１条 この規程は、運転免許（以下「免許」という。）に関する事務の取扱いについて必要

な事項を定めるものとする。 



（準拠） 

第２条 免許に関する事務の取扱いについては、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号。以下

「法」という。）、道路交通法施行令（昭和 35 年政令第 270 号。以下「令」という。）、

道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60 号。以下「規則」という。）及び兵庫県道路

交通法施行細則（昭和 35 年兵庫県公安委員会規則第 11 号。以下「細則」という。）による

ほか、この規程の定めるところによる。 

（免許証の保管） 

第２条の２ 免許に関する事務の取扱いに関し、運転免許証（規則別記様式第 14。以下「免許

証」という。）の保管の必要が生じた場合は、堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度

に堅固な構造を有する保管の設備に確実に施錠して保管するものとする。 

（個人番号カードの取扱い） 

第２条の３ 免許に関する事務の取扱いに関し、申請者、届出者等（以下「申請者等」とい

う。）から個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下

同じ。）の提示を受けた場合は、対面による事務の取扱いを原則とし、個人番号カードの保

管は行わないものとする。 

第２章 免許  

第１節 免許等の申請等  

（申請等の受理） 

第３条 交通部運転免許試験場長（以下「試験場長」という。）及び警察署長（以下「署長」

という。）は、免許の申請を受理したときは、運転免許申請書（規則別記様式第 12）（質問

票（規則別記様式第 12 の２）の交付を受けた者にあっては、当該運転免許申請書及び必要な

事項を記載した当該質問票）及びこれに添付等された書類の記載内容並びに当該免許を受け

ようとする者の受験資格及び欠格事由について審査するものとする。 

２ 試験場長は、指定自動車教習所（以下「教習所」という。）において教習を受ける者（以

下「教習生」という。）で、当該教習所において行う仮運転免許試験（以下「仮免許試験」

という。）を受験しようとするものからの申請を教習所から受理したときは、交通部長が定

める様式の運転免許申請書（仮免許用）（質問票の交付を受けた者にあっては、当該運転免

許申請書（仮免許用）及び必要な事項を記載した当該質問票）の記載内容について審査する

ものとする。 

３ 試験場長は、法第 89 条第３項に規定する検査（以下「技能検査」という。）の受検の申請

を受理したときは、技能検査申請書（規則別記様式第 13）及びこれに添付等された書類の記

載内容並びに当該技能検査を受けようとする者の受検資格及び欠格事由について審査するも

のとする。 

４ 試験場長は、再試験の受験の申請を受理したときは、再試験受験申込書（規則別記様式第

17 の７）及びこれに添付等された書類の記載内容並びに再試験を受けようとする者の受験資

格について審査するものとする。 

（受験（登録）票等の交付） 

第４条 試験場長及び署長（以下「試験場長等」という。）は、前条第１項の規定による審査

の結果、申請者が運転免許試験（以下「免許試験」という。）を受験することに支障がない



と認めたときは、交通部長が定める様式の運転免許申請（届出）簿（以下「申請（届出）

簿」という。）に登載（試験場長が申請を受理し、警察共通基盤システムによる運転者管理

等業務（警察共通基盤システム（警察庁が整備する共通プログラム等及びそれらが動作する

物理サーバ等、各業務プログラム等並びにこれらと接続する警察庁又は都道府県警察が整備

する情報システムをいう。）を利用して行う情報の利用及び管理に係る業務であって、免許

等に関するデータの登録、通報等を行うものをいう。以下「運転者管理システム」とい

う。）に登録するものを除く。）をし、交通部長が定める様式の受験（登録）票及び交通部

長が定める様式の電算入力票を作成の上、運転免許申請書とともに、申請者に交付するもの

とする。 

２ 試験場長は、前条第２項の規定による審査の結果、申請者が仮免許試験を受験することに

支障がないと認めたときは、交通部長が定める様式の仮運転免許試験受験票（以下「仮免許

受験票」という。）を作成の上、運転免許申請書（仮免許用）とともに、申請者に交付する

ものとする。 

３ 試験場長は、前条第３項の規定による審査の結果、申請者が技能検査を受検することに支

障がないと認めたときは、受験（登録）票及び電算入力票を作成の上、申請者に交付するも

のとする。 

４ 試験場長は、前条第４項の規定による審査の結果、申請者が再試験の受験をすることに支

障がないと認めたときは、再試験受験申込書に再受験に必要な事項を記載するものとする。 

第２節 免許試験等  

（免許試験等） 

第５条 試験場長等は、別に定めるところにより、免許試験を実施するものとする。 

２ 試験場長は、別に定めるところにより、技能検査を実施するものとする。 

３ 試験場長は、別に定めるところにより、再試験を実施するものとする。 

４ 試験場長は、運転者管理システムから再試験の受験対象者の通報を受けたときは、再試験

の受験対象者に対して、再試験通知書（規則別記様式第 17 の６の２）により再試験を行う旨

を通知するものとする。 

（免許試験等の停止等） 

第６条 試験場長等（再試験については試験場長に限る。）は、不正の手段によって免許試験

又は再試験を受け、又は受けようとした者に対しては、当該免許試験又は再試験を停止する

ものとする。 

２ 署長は、免許試験を停止したとき又は免許試験に合格した者が不正の手段によって当該免

許試験を受けたものであることを知ったときは、直ちに試験場長に通報するものとする。 

３ 試験場長は、免許試験に合格した者が不正の手段によって当該免許試験を受けた者である

ことを自ら知り、又は前項の通報を受け、免許試験の合格の決定を取り消す必要があると認

めたときは運転免許試験合格決定取消通知書（細則様式第 38 号）により、期間を定めて免許

試験を受けることができないとする必要があると認めたときは運転免許試験受験停止通知書

（細則様式第 39 号）によりそれぞれその者に通知するものとする。 

４ 試験場長は、前項の規定により通知したときは、その内容を交通部運転免許課長（以下

「免許課長」という。）に通報するものとする。 



５ 試験場長は、再試験に合格した者が不正の手段によって当該再試験を受けた者であること

を知り、再試験の合格の決定を取り消す必要があると認めたときは、交通部長が定める様式

の再試験合格決定取消通知書によりその者に通知するものとする。 

６ 試験場長は、前項の規定により通知したときは、その内容を免許課長に通報するものとす

る。 

（合格決定取消者等の登録） 

第７条 免許課長は、前条第４項又は第６項の規定により試験場長から通報を受けたときは、

免許試験又は再試験の合格を取り消された者及び期間を定めて免許試験を受けることができ

ないとされた者について、運転者管理システムに対し登録を行うものとする。 

（合格者の登録） 

第８条 免許課長は、試験場長等から免許試験に合格した者として通報を受けたときは、運転

者管理システムに対し登録を行うものとする。 

２ 試験場長は、再試験に合格した者について、運転者管理システムに対し登録を行うものと

する。 

（限定解除審査等） 

第９条 試験場長等は、法第 91 条の規定により免許に付された条件（以下「免許条件」とい

う。）のうち、運転することができる自動車等の種類の限定をされた者から、その全部又は

一部の解除を受けるための審査（以下「限定解除審査」という。）の申請を受理したとき

は、交通部長が定める様式の限定解除審査手数料事務処理票に登載の上、別に定めるところ

により審査を行うものとする。ただし、限定解除審査のうち、署長が行うことが困難な内容

のものについては、試験場長が行うものとする。 

２ 試験場長等は、免許条件のうち、自動車等を運転するについて必要な条件を付された者か

ら、その解除又は変更を受けるための審査（以下「条件解除審査」という。）の申請を受理

したときは、条件解除（変更）審査申請書（細則様式第 32 号）に記載されている内容を免許

証の記載事項又は免許情報記録個人番号カード（法第 95 条の２第４項に規定する免許情報記

録個人番号カードをいう。以下同じ。）の記録事項と照合し、申請（届出）簿に登載の上、

別に定めるところにより審査を行うものとする。ただし、条件解除審査のうち、署長が行う

ことが困難な内容のものについては、試験場長が行うものとする。 

３ 試験場長等は、限定解除審査又は条件解除審査（以下「限定解除審査等」という。）を行

った結果、限定解除審査等の申請者が当該限定解除審査等に合格したときは、運転者管理シ

ステムに対し登録するとともに、当該申請者の免許証及び免許情報記録個人番号カード（以

下「免許証等」という。）のうち、免許証にあってはその旨の記載（法第 93 条の２の規定に

よる記録がなされている免許証にあっては、同条の規定による記録を含む。次条第３項、第

９条の３第３項、第 14 条第１項及び第 16 条第３項において同じ。）を、免許情報記録個人

番号カードにあってはその旨の記録を行うものとする。この場合において、署長は、限定解

除審査等の結果を記載した限定解除審査申請書（規則別記様式第 13 の５）の写し又は条件解

除（変更）審査申請書の写しを試験場長を経由して免許課長に送付するものとする。 

（申請による免許の条件の付与等） 

第９条の２ 免許課長及び署長（以下「免許課長等」という。）は、法第 91 条の２第１項の規

定による申請による免許の条件の付与又は変更（以下「申請条件付与等」という。）の申請



を受理したときは、運転免許条件申請書（規則別記様式第 13 の６）に記載されている内容を

免許証の記載事項又は免許情報記録個人番号カードの記録事項と照合し、申請（届出）簿に

登載の上、必要な審査を行うものとする。この場合において、当該申請に係る条件を付与

し、又は変更することが適当であると認めたときは、運転者管理システムに対し登録すると

ともに、当該条件を付与し、又は変更するものとする。 

２ 前項後段の規定により申請に係る条件を付与する場合において、当該申請者が、普通免許

の上位免許（法第 71 条の５第２項に規定する上位免許をいう。以下同じ。）を有する者であ

るときは、普通免許の上位免許を第 41 条の３の規定に準じて取り消した上で、当該条件を付

与するものとする。 

３ 免許課長等は、前２項の規定により申請条件付与等をしたときは、当該申請者の免許証等

にその旨の記載又は記録を行うものとする。この場合において、署長は、運転免許条件申請

書を免許課長に送付するものとする。 

第９条の３ 前条第１項の規定にかかわらず、法第 91 条の２第１項の規定による申請による免

許の条件の変更（以下「申請条件変更」という。）に係る申請のうち、その審査を免許課長

等が行うことが困難な内容のものについては、試験場長が受理するものとする。 

２ 試験場長は、前項の規定により申請条件変更に係る申請を受理したときは、限定解除審査

手数料事務処理票に登載の上、別に定めるところにより審査を行うものとする。 

３ 試験場長は、前項の審査を行った結果、当該申請者が審査に合格したときは、運転者管理

システムに対し登録するとともに、当該申請に係る条件を変更し、当該申請者の免許証等に

その旨の記載又は記録を行うものとする。 

（緊急自動車の運転資格審査） 

第 10 条 試験場長等は、緊急自動車の運転資格の審査（以下「運転資格審査」という。）を受

けようとする者の使用者から申請を受理したときは、緊急自動車運転資格審査申請書（細則

様式第 33 号）の記載内容及び運転資格審査を受けようとする者の受験資格について審査の

上、当該運転資格審査の日時及び場所を指定するものとする。 

２ 試験場長は、前項の運転資格審査に合格した者を免許課長に通報するものとする。 

（緊急自動車教習実施者の指定） 

第 11 条 試験場長は、消防機関の長（消防団にあっては、市町長。以下同じ。）から緊急自動

車教習実施者の指定に係る申請を受理するときは、交通部長が定める様式の緊急自動車教習

実施者指定申請書及び次に掲げる運転資格審査に係る内容の教習計画書を提出させるものと

する。 

(1) 教習の科目、時間、場所及び方法 

(2) 教習担当職員の職名、氏名及び運転免許経歴 

(3) 評定を行う場所 

(4) 評定担当職員の職名、氏名及び運転免許経歴 

(5) 教習対象者の範囲、年間教習予定人員及び年間教習予定回数 

２ 試験場長は、前項に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し、支障がないと認

めたときは、交通部長が定める様式の緊急自動車教習実施者指定書により指定するものとす

る。 



３ 試験場長は、消防機関の長に、教習終了後、教習を受けた者の運転技能について前条第１

項に規定する運転資格審査に準じた方法による評定を行わせるとともに、評定を受けた者全

員の評定結果を記載した交通部長が定める様式の緊急自動車教習実施結果通知書及び評定合

格者に係る緊急自動車運転資格審査申請書を提出させるものとする。 

４ 試験場長は、前項の規定により消防機関の長から提出された緊急自動車教習実施結果通知

書及び緊急自動車運転資格審査申請書に基づき書面審査を行い、その合否を決定するととも

に、当該運転資格審査に合格した者を免許課長に通報するものとする。 

（緊急自動車の運転資格の免許証等への記載又は記録） 

第 12 条 免許課長は、第 10 条第２項又は前条第４項の規定により試験場長から運転資格審査

の合格者の通報を受けたときは、当該合格者の免許証等に運転資格審査の合格者である旨の

記載又は記録（以下「合格者の記載等」という。）をするものとする。 

２ 免許課長等は、前項の規定により合格者の記載等をされた者が免許証又は免許情報記録

（法第 95 条の２第２項第１号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ）の有効期間の更新

（以下「免許更新」という。）をし、又は紛失その他の理由により再交付及び特定免許情報

（法第 95 条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。）の記録を受けた場合に

おいて、その者から当該更新をし、又は再交付及び特定免許情報の記録を受けた免許証等

（以下「更新等免許証等」という。）に合格者の記載等を必要とする旨の申出を受けたとき

は、その者の使用者を通じて、交通部長が定める様式の緊急自動車運転資格記載申請書を提

出させ、その事実を確認した上で、更新等免許証等に合格者の記載等をするものとする。 

３ 免許課長等は、過去に免許を受けていたことにより運転資格審査を要せず緊急自動車を緊

急用務のために運転できる者から、現に受けている免許証等に合格者の記載等を必要とする

旨の申出を受けたときは、その者の使用者を通じて、緊急自動車運転資格記載申請書を提出

させ、その事実を確認した上で、当該免許証等に合格者の記載等をするものとする。 

第３節 免許証等  

（免許証等の交付） 

第 13 条 試験場長は、免許試験に合格した者について、交通部長が定める様式の運転免許証交

付等手数料納付書を作成した上で、同納付書及び受験（登録）票により免許証の作成、特定

免許情報の記録及び免許情報記録の書換えをするものとし、仮免許試験に合格した者につい

ては、仮免許受験票により仮運転免許証（規則別記様式第 15。以下「仮免許証」という。）

を作成するものとする。ただし、教習所において行う仮免許試験に合格した者については、

仮免許試験の結果を証明する書類、修了証明書（規則別記様式第 19 の６）及び交通部長が定

める様式の仮運転免許証交付手数料事務処理簿により仮免許証を作成するものとする。 

２ 試験場長は、免許試験に合格した者に免許証の交付、特定免許情報の記録又は免許情報記

録の書換え（以下「免許証等の交付等」という。）をしようとするときは、交通部長が定め

る様式の運転免許手数料事務処理票（以下「事務処理票」という。）に登載し、当該免許試

験に合格した日に免許証等の交付等をするとともに、運転免許証交付等手数料納付書に当該

免許試験に合格した者の署名等を徴するものとする。ただし、免許試験に合格した者が、兵

庫県自動車運転免許試験場及び但馬運転免許センター以外の場所（署長が自ら免許試験を行

う場所を除く。）において受験した者であるときは、免許証等の交付等を行う日を指定して

免許証等の交付等をするものとする。 



３ 試験場長は、仮免許試験に合格した者に仮免許証を交付しようとするときは、前項の規定

に準じて処理するものとし、当該仮免許試験に合格した日に交付するものとする。ただし、

教習所において行う仮免許試験に合格した者については、仮運転免許証交付手数料事務処理

簿により一括して処理するものとする。 

４ 署長は、自ら行った免許試験に合格した者に免許証を交付しようとするときは、免許証の

交付を行う予定日を指定するとともに、作成依頼用及び送付（交付）用の事務処理票に受験

（登録）票及び申請用写真を添付し、試験場長に送付するものとする。 

５ 試験場長は、前項の規定により事務処理票の送付を受けたときは、第１項の規定により免

許証を作成し、送付（交付）用の事務処理票により免許試験を行った署長に送付するものと

する。 

６ 署長は、前項の規定により事務処理票の送付を受けたときは、送付（交付）用の事務処理

票に署名等を徴した上、申請者に免許証の交付をするものとする。ただし、第 21 条第１号の

規定により免許課長から通報があった者に対しては、免許証の交付をしないものとする。 

７ 試験場長等は、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、

大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、原動機付自転車免許、大型自動車第二種免許、

中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許試験に合格した者（令第 33 条の６に定める

者を除く。）に免許証等の交付等をしようとするときは、法第 108 条の２第１項第４号から

第８号までに規定する講習を終了したことを証する講習終了証明書（規則別記様式第 22 の

10 の２から別記様式第 22 の 10 の６の２まで）を提示させて受講の事実を確認した上、免許

証等の交付等をするものとする。 

（記載事項等の変更） 

第 14 条 免許課長等は、免許証の記載事項又は免許情報記録の記録事項の変更の届出を受理し

たときは、運転免許証記載事項変更届（規則別記様式第 16）に記載されている内容を住民票

の写しその他の添付書類により確認し、申請（届出）簿に登載（免許課長が届出を受理し、

かつ、運転者管理システムに登録するものを除く。第 20 条第１項において同じ。）した上

で、運転者管理システムに対し登録するとともに、届出者の免許証等に変更に係る事項の記

載及び記録を行うものとする。この場合において、署長は、当該運転免許証記載事項変更届

を免許課長に送付するものとする。 

２ 試験場長等は、仮免許証の記載事項の変更の届出を受理したときは、前項の規定に準じて

運転免許証記載事項変更届の記載事項の確認及び申請（届出）簿への登載をするとともに、

届出者の仮免許証に変更に係る事項の記載を行うものとする。この場合において、署長は、

当該運転免許証記載事項変更届を試験場長に送付するものとする。 

（免許証等の再交付） 

第 15 条 免許課長は、免許証の再交付の申請を受理したときは、運転免許証再交付申請書（規

則別記様式第 17。以下「再交付申請書」という。）に記載されている内容を当該申請に係る

免許証（当該免許証を亡失し、又は滅失した場合は、添付書類）により確認し、運転者管理

システムに登録された申請者の免許情報により、再交付の申請日に免許証の作成及び交付を

するものとする。この場合において、交通部長が定める様式の受領書に署名等を徴した上、

免許証の交付又は免許情報記録の書換えをするものとする。 



２ 試験場長は、仮免許証の再交付の申請を受理したときは、前項の規定に準じて再交付申請

書の記載内容の確認をするとともに、事務処理票へ登載し、仮免許受験票及び当該申請書に

より仮免許証を作成し、再交付の申請日に署名等を徴した上申請者に交付するものとする。 

３ 署長は、免許証の再交付の申請を受理したときは、第１項の規定に準じて再交付申請書の

記載内容の確認をするとともに、事務処理票へ登載し、申請者に交付予定日を指定するもの

とする。この場合において、作成依頼用及び送付（交付）用の事務処理票に再交付申請書の

写し及び申請用写真を添付して免許課長に送付するものとする。ただし、細則別表第４に掲

げる署長は、申請用写真を撮影装置により免許課長に送信するものとする。 

４ 免許課長は、前項の規定により再交付申請書の写しその他の関係書類の送付を受けたとき

は、第１項の規定により免許証を作成し、送付（交付）用の事務処理票により当該再交付申

請を受理した署長に送付するものとする。 

５ 署長は、前項の規定により免許証の送付を受けたときは、申請者が現に有する免許証と引

換え（免許証を亡失し、又は滅失した場合を除く。以下同じ。）に送付（交付）用の事務処

理票に署名等を徴した上、当該申請者に交付するものとする。 

６ 教習所の教習生に係る仮免許証の再交付は、教習所の管理者の申請により試験場長が行う

ものとする。 

（特定免許情報の記録等） 

第 15 条の２ 免許課長は、法第 95 条の２第１項に規定する特定免許情報の記録の申請又は同

条第 11 項に規定する免許証の交付の申請（以下「特定免許情報の記録等の申請」とい

う。）を受理したときは、再交付申請書、特定免許情報記録申請書（規則別記様式第 17 の

２）又は運転免許証交付申請書（規則別記様式第 17 の５）に記載されている内容を確認

し、運転者管理システムに対し登録するとともに、免許証の交付の申請を受理したときは免

許証を作成し、特定免許情報の記録の申請を受理したときは個人番号カードに特定免許情報

を記録するものとする。この場合において、受領書に署名等を徴した上、免許証の交付又は

特定免許情報の記録をするものとする。 

２ 署長は、特定免許情報の記録等の申請を受理したときは、再交付申請書、特定免許情報記

録申請書又は運転免許証交付申請書に記載されている内容を確認するとともに事務処理票に

登載し、免許証の交付の申請を受理したときは申請者に交付日を指定し、作成依頼用及び送

付（交付）用の事務処理票に運転免許証交付申請書の写しを添付して免許課長へ送付するも

のとし、特定免許情報の記録の申請を受理したときは運転者管理システムへの当該申請に係

る登録を免許課長に依頼するとともに、手数料事務処理票に署名等を徴した上で、個人番号

カードに特定免許情報を記録し、作成依頼用及び送付（交付）用の事務処理票に特定免許情

報記録申請書の写しを添付して免許課長へ送付するものとする。この場合において、署長

は、当該申請に係る運転者管理システムに対する登録を免許課長に依頼するものとする。 

３ 免許課長は、前項の規定により事務処理票その他関係書類の送付を受けたとき、及び運転

者管理システムに対する登録の依頼を受けたときは、運転者管理システムに対し、申請者の

免許に関する情報を登録し、送付（交付）用の事務処理票を当該申請を受理した署長に送付

するものとする。この場合において、当該申請が免許証の交付の申請であるときは、第１項

の規定に準じて免許証を作成の上、署長に送付するものとする。 



４ 署長は、前項の規定により送付（交付）用の事務処理票の送付を受けたときは、免許証に

あっては、同事務処理票に署名等を徴した上、当該申請者に交付し、特定免許情報の記録が

完了していないときは手数料収入用の事務処理票に署名等を徴した上、個人番号カードに特

定免許情報を記録するものとする。 

（保有状況変更に係る免許証等の返納等） 

第 15 条の３ 免許課長等は、法第 95 条の２第４項の規定による免許証の返納の届出又は 

同条第 10 項の規定による免許情報記録の抹消の届出（以下「保有状況変更に係る免許証等 

の返納等」という。）を受理したときは、運転免許証返納届（規則別記様式第 17 の３）又 

は免許情報記録抹消届（規則別記様式第 17 の４）に記載されている内容を確認し、申請

（届出）簿に登載の上、当該免許証にあっては裁断の方法により廃棄し、免許情報記録個人

番号カードにあっては免許情報記録の抹消をするものとする。この場合において、署長が保

有状況変更に係る免許証等の返納等を受理したときは、当該運転免許証返納届又は免許情報

記録抹消届を免許課長に送付するものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により保有状況変更に係る免許証等の返納等を受理し、又は運転

免許証返納届若しくは免許情報記録抹消届の送付を受けたときは、運転者管理システムに対

し運転免許の保有状況に関する登録をするものとする。 

（免許証等の紛失等に伴う保有状況の変更） 

第 15 条の４ 免許課長は、細則第 25 条の２第１項の規定に免許証等の紛失等に伴う保有状況

変更の申出又は同条第２項の規定による免許証等の発見に伴う保有状況変更の申出（以下

「保有状況変更の申出」という。）を受理したときは、免許等保有状況変更申出書（紛失

等・発見）（細則様式 63 号の２）に記載されている内容を免許証等により確認し、運転者

管理システムに登録するとともに、申請（届出）簿に登載するものとする。 

２ 署長は、保有状況変更の申出を受理したときは、許等保有状況変更申出書（紛失等・発

見）に記載されている内容を免許証等により確認して、申請（届出）簿に登載し、免許等保

有状況変更申出書（紛失等・発見）を免許課長へ送付するものとする。 

３ 免許課長は、前項の規定により免許等保有状況変更申出書（紛失等・発見）の送付を受け

たときは、運転者管理システムに対し運転免許の保有状況に関する登録をするものとする。 

（免許証等の更新） 

第 16 条 免許課長等は、免許更新の申請を受理したときは、運転免許証等更新申請書（規則別

記様式第 18。以下「更新申請書」という。）（法第 101 条第４項に規定する質問票の交付を

受けた者にあっては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票）及びこれに添

付等された書類に記載されている内容を免許証等の記載事項又は記録事項と照合するととも

に、適性検査を行い、当該更新申請書の適性検査の結果欄にその結果を記載するものとす

る。 

２ 免許課長等は、前項に規定する適性検査の結果、その者が自動車等を運転することに支障

がないと認めたときは、事務処理票に登載するものとする。この場合において、署長にあっ

ては作成依頼用及び送付（交付）用の事務処理票に更新申請書の写しを添付して免許課長に

送付するものとし、免許証の交付を希望する免許更新の申請を受理したときは免許証の交付

予定日を指定するものとする。 



３ 免許課長等は、第１項に規定する適性検査の結果、申請者の免許に付されている条件を解

除することが適当であると認めたときは、当該条件を解除するものとする。この場合におい

て、署長は、第９条第３項前段の規定に準じて免許証等にその旨の記載又は記録を行うほ

か、前項後段の規定に準じて処理するものとする。 

４ 免許課長等は、第１項に規定する適性検査の結果、その者の身体の状態に応じた条件を新

たに付し、又はその者の免許に付されている条件を変更することが必要であると認めたとき

は、条件を新たに付し、又は変更するものとする。この場合に、署長にあっては前２項の規

定に準じて処理するものとする。 

５ 免許課長等は、第１項に規定する適性検査の結果、前項の規定により条件を新たに付し、

又は変更しても、なお申請者が自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき

は、免許更新を行わないものとする。ただし、免許の格下げ（その者が有する上位の免許に

替え、規則第 23 条に規定する合格基準に適合する下位の免許のみを更新（付与）することを

いう。以下同じ。）を行うことにより、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないと認め

られるときは、申請者の申出により免許の格下げを行い当該免許の更新を行うものとする。

この場合において、署長は免許の格下げに係る事項についての運転免許管理システムへの登

録を免許課長に依頼するものとする。 

６ 免許課長は、免許更新の申請者に免許証等の交付等をするときは、受領書に当該申請者の

署名等を徴するものとする。 

７ 免許課長は、第２項後段の規定により更新申請書の写しの送付を受けたときは、同申請書

の写し及び運転者管理システムを確認し、免許証の交付を希望する免許更新の申請である場

合は、免許証を作成し、送付（交付）用の事務処理票により当該免許証の更新の申請を受理

した署長に送付するものとする。 

８ 署長は、免許更新の申請者に免許証等の交付等をするときは、免許証の交付にあっては送

付（交付）用の事務処理票に、個人番号カードへの特定免許情報の記録又は免許情報記録の

書換えにあっては手数料収入用の事務処理票に、それぞれ署名等を徴するものとする。 

９ 免許課長は、免許更新の申請時に運転者管理システムから再試験該当者の通報があった者

については、試験場長に通報するものとする。 

10 免許証又は免許情報記録の有効期間の満了日（法第 95 条の６第３項の規定による「みなす

末日」を含む。）の執務時間外における免許更新の申請は、当該満了日に受理したものとし

てその翌日の執務時間内に処理するものとする。  

（免許証又は免許情報記録の特例更新） 

第 17 条 免許証又は免許情報記録の更新期間前における免許更新の申請に伴う事務処理につい

ては、前条の規定を準用するものとする。この場合において、同条中「運転免許証等更新申

請書（規則別記様式第 18。以下「更新申請書」という。）」とあるのは「特例更新申請書

（規則別記様式第 18 の２。以下「特例更新申請書」という。）」と、「更新申請書」とある

のは「特例更新申請書」と読み替えるものとする。 

（更新の申請の特例） 

第 17 条の２ 免許課長は、法第 101 条の２の２第１項の規定により他の都道府県公安委員会

（以下「他府県公安委員会」という。）の管轄区域に住所を有する優良運転者又は一般運転

者（以下「経由地申請対象者」という。）から免許更新の申請を受理したときは、交通部長



が定める様式の運転免許証経由更新申請管理表（以下「経由申請管理表」という。）に登載

するとともに、経由申請書（規則別記様式第 18 の３）、更新申請書及びこれに添付された書

類等に記載されている内容を免許証等の記載事項及び記録事項と照合した上、適性検査を行

うものとする。この場合において、当該適性検査の結果は経由申請書及び更新申請書に記載

し、更新申請書及び添付された書類等をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付するも

のとする。 

２ 免許課長は、経由地申請対象者が、法第 108 条の２第１項第 11 号に規定する講習（以下

「更新時講習」という。）の申請をするときは、別に定めるところにより、当該講習を受講

させるとともに、受講結果を交通部長が定める様式の更新時講習受講済通知書によりその者

の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。 

３ 免許課長は、法第 101 条の２の２第５項の規定により経由地公安委員会から更新申請に係

る書類等の送付を受けたときは、送付された書類等を点検の上、経由申請管理表に記載する

とともに、事務処理票に登載し、当該申請に係る免許証を作成した上で、送付（交付）用の

事務処理票に署名等を徴した上、当該申請者に免許証の交付又は免許情報記録の書換えをす

るものとする。 

４ 免許課長は、第１項の規定による申請をする者が、本県での免許情報記録の書換えを行う

ときは、受領書に当該申請者の署名等を徴するものとする。 

（認知機能検査等の結果の登録） 

第 17 条の３ 免許課長は、法第 97 条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査（以下「認

知機能検査」という。）若しくは法第 101 条の７第１項の規定により行う臨時の認知機能検

査を行ったとき、第 108 条の 32 の３第１項第３号イに掲げる基準に適合する同項の認定を

受けた同項の運転免許取得者等検査を終了したことを確認したとき、又は規則第 29 条の２の

３第３号若しくは第 29 条の２の５第４号の規定により認知機能検査等の受検義務の免除を受

けるための診断書等の提出を受けたときは、運転者管理システムに当該検査等の結果につい

て登録するものとする。 

２ 試験場長は、規則第 26 条の４第３号の規定による認知機能検査等の受検義務の免除を受け

るための診断書等の提出を受けたときは、免許課長に通報するとともに、当該診断書等を免

許課長に送付するものとする。 

３ 署長は、規則第 29 条の２の３第３号の規定による認知機能検査等の受検義務の免除を受け

るための診断書等の提出を受けたときは、免許課長に通報するとともに、当該診断書等を免

許課長に送付するものとする。 

４ 免許課長は、前２項の規定による通報及び診断書等の送付を受けたときは、第１項の規定

に準じて処理するものとする。 

（運転技能検査等の結果の登録） 

第 17 条の４ 免許課長は、法第 97 条の２第１項第３号イに規定する運転技能検査（以下「運

転技能検査」という。）を行った場合において、運転技能検査の結果が規則第 26 条の６第１

号に規定する基準に該当しないものであることを確認したとき、又は第 108 条の 32 の３第

１項第３号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査を終

了したことを確認した場合は、運転者管理システムに当該検査等の結果について登録するも

のとする。 



（受験（登録）票等の保管） 

第 18 条 免許課長は、免許証の作成、個人番号カードへの特定免許情報の記録、第 45 条に規

定する照会に対する回答等のため、必要な事項を運転者管理システムにより保管するものと

する。 

（登録の修正） 

第 19 条 運転者管理システムに登録されている者の免許資料のうち、免許の有効期間、交付年

月日、種類等の修正登録は、免許課長が行うものとする。 

（免許証等の返納等） 

第 20 条 免許課長等は、免許証の返納又は免許情報記録の抹消（以下「免許証等の返納等」と

いう。）を受理したときは、運転免許証等返納（抹消）書（細則様式第 63 号）に記載されて

いる内容を確認し、申請（届出）簿に登載の上、当該免許証にあっては裁断の方法により廃

棄するものとする。この場合において、署長が免許証等の返納等を受理したときは、当該運

転免許証等返納（抹消）書を免許課長に送付するものとする。 

２ 試験場長等は、仮免許証の返納を受理したときは、前項の規定に準じて処理するものと

し、届出者の仮免許証を裁断の方法により廃棄するものとする。この場合において、署長が

返納を受理したときは、当該運転免許証等返納書を試験場長に送付するものとする。 

３ 免許課長等又は試験場長は、無効免許証等（第６条第３項又は第５項の規定により免許試

験又は再試験の合格を取り消され、当該免許試験又は再試験に係る免許が無効となった免許

証等をいう。以下同じ。）を所持している者を発見したときは、直ちにその者から無効免許

証等のうち、免許証にあっては返納させ、免許情報記録個人番号カードにあっては免許情報

記録の抹消を受けさせるものとする。この場合において、署長は直ちに免許課長に通報した

上、必要な措置をとるものとする。 

第３章 免許の拒否等  

（弁明の機会付与の通知等） 

第 21 条 免許課長は、運転者管理システムに登録した者のうち、累積点数並びに法第 90 条第

１項第５号に規定する重大違反唆し等（以下「重大違反唆し等」という。）及び同項第６号

に規定する道路外致死傷（以下「道路外致死傷」という。）の通報（以下「点数通報等」と

いう。）があったものについては、自ら処理するものを除き、次に掲げるところにより処理

するものとする。 

(1) 免許の拒否又は保留の基準に該当し、かつ、拒否又は保留することができる者について

は、その者に交通部長が定める様式の弁明等の機会付与の通知書により、弁明及び有利な

証拠の提出の機会が与えられる旨を通知するとともに、その者の住所地を管轄する署長に

点数通報等の内容を通報すること。 

(2) 免許の拒否又は保留の処分（以下「免許の拒否等処分」という。）の基準に該当した者

で免許の拒否等処分ができないものについては、その者の住所地を管轄する署長に点数通

報等の内容を通報すること。 

（弁明調書の送付等） 

第 22 条 署長は、前条に規定する通報を受けたときは、次に掲げるところにより処理するもの

とする。 



(1) 前条第１号の通報を受けた者については、交通部長が定める様式の運転免許拒否・保留

等処分処理票を作成するとともに、その者が口頭による弁明をしたときは交通部長が定め

る様式の弁明調書を作成し、有利な証拠、弁明書等を提出したときはそれを受理し、当該

運転免許拒否・保留等処分処理票に添付の上速やかに免許課長に送付すること。 

(2)  前条第２号の通報を受けた者については、交通部長が定める様式の運転免許拒否・保留

等処分処理票に登載するとともに、免許証等の交付等をするときに当該通報の内容を記載

した交通部長が定める様式の前歴通知書をその者に交付すること。  

（処分の決定等） 

第 23 条 免許課長は、点数通報等の内容及び前条第１号の規定により送付を受けた弁明調書及

び有利な証拠、弁明書等を参考にして事案を審査し、別に定めるところにより、公安委員会

が自ら免許の拒否等処分を決定するものを除き、免許の保留処分を決定するものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により免許の拒否等処分が決定したものについては、運転免許拒

否・保留処分通知書（規則別記様式第 13 の３）を作成し、自ら処理するものを除き、交通部

長が定める様式の運転免許拒否・保留処分通知書の送付書により、その者の住所地を管轄す

る署長に送付するものとする。 

３ 免許課長は、事案の内容を審査した結果、免許の拒否等処分をしないこととなったものに

ついては、前歴登録又は抹消登録を行うものとする。 

（処分の執行） 

第 24 条 署長は、前条第２項の規定により運転免許拒否・保留処分通知書の送付を受けたとき

は、当該運転免許拒否・保留処分通知書によりその者に通知した上、次に掲げるところによ

り処理するものとする。 

(1) 運転免許拒否・保留等処分処理簿に登載すること。 

(2) 免許の拒否等処分を執行したときは、その者に交付する予定の免許証は、交通部長が定

める様式の運転免許拒否・保留処分免許証送付書により免許課長に送付すること。 

(3)  法第 90 条第５項に規定する免許の効力の停止（以下「免許の事後停止」という。）の

該当者として免許課長から通報のあったものについては、事後の措置について免許課長と

協議すること。この場合において、協議の結果、免許の事後停止の処分を執行する場合

は、第 34 条第３項第３号の規定に準じて執行するものとする。  

(4) 免許の保留又は免許の事後停止に該当するときは、法第 108 条の２第１項第３号に規定

する講習（以下「停止処分者講習」という。）について必要な事項を教示すること。 

（保留に係る免許証の処理等） 

第 25 条 署長は、免許の保留の処分を受けた者が、免許の保留の期間を満了したときは、直ち

にその旨を免許課長に通報するものとする。 

２ 免許課長は、免許の保留の処分を受けた者が停止処分者講習を受講したことにより当該免

許の保留の処分の期間の短縮を決定したとき又は前項に規定する通報を受けたときは、試験

場長に通報する。 

３ 試験場長は、自らその者の免許証等の交付等をする場合を除き、免許証にあっては交通部

長が定める様式の保留免許証等送付（通知）書により署長に送付するものとする。また、そ

の者の免許の保有形態が免許情報記録個人番号カードの場合は同送付書に登載して通知する



ものとする。この場合において、免許課長に通報し、運転者管理システムに対し、不適格事

由追記登録又は免許の無条件追記登録の依頼を行うものとする。 

４ 免許課長は、第１項に規定する通報があったとき及び免許の事後停止を受けた者が停止処

分者講習を受講したことにより当該免許の事後停止の期間の短縮を決定したときは、運転者

管理システムに対し、不適格事由追記登録又は免許の無条件追記登録を行うものとする。 

５ 署長は、第３項の規定により保留免許証等送付（通知）書の送付を受けたときは、第 13 条

第６項の規定に準じてその者に免許証等の交付等をするものとする。 

６ 署長は、免許の事後停止を受けた者（第３項の規定により免許の事後停止の期間を短縮さ

れた者を含む。）から免許の事後停止期間の満了を理由として免許証の返還又は特定免許情

報の記録の請求を受けたときは、前項の規定に準じて処理するものとする。 

第４章 免許の取消し等  

（免許を受けた者に対する報告徴収） 

第 26 条 免許課長等は、法第 101 条の５又は第 107 条の３の２の規定により報告を受けたとき

は、当該報告の内容について必要な審査を行うものとする。この場合において、法第 102 条

第４項の規定により行う臨時の適性検査、同項の規定による診断書の提出の命令又は法第

107 条の４第１項の規定により行う臨時の適性検査を行う必要があると認めたときは、第 26

条の３の規定に準じて処理するものとする。 

（医師の届出） 

第 26 条の２ 免許課長等は、法第 101 条の６第１項の規定による医師からの届出（以下「医師

の届出」という。）を受理したときは、交通部長が定める様式の医師の届出受理票により、

その経過を明らかにするものとする。この場合において、署長は、当該医師の届出受理票を

免許課長に送付するものとする。 

２ 免許課長は、医師の届出を自ら受理し、前項の規定による送付を受け、又は法第 101 条の

６第４項の規定による通知を受けた場合において、法第 103 条第６項の規定により行う適性

検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出すべき旨を命ずる必要があると認めたとき

は、第 26 条の３の規定に準じて処理するものとする。 

３ 免許課長等は、法第 101 条の６第２項の規定により医師からその診察を受けた者が免許を

受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、交通部長が定める様式の医師

の確認受理票によりその経過を明らかにするとともに、交通部長が定める様式の回答書によ

り回答するものとする。 

４ 免許課長は、医師の届出を自ら受理し、又は第１項の規定による送付を受けた場合におい

て、医師の届出に係る免許保有者が他府県公安委員会の管轄区域に住所を有するときは、交

通部長が定める様式の医師の届出移送通知書に医師の届出受理票の写しその他の関係書類を

添付の上、当該他府県公安委員会に対して通知し、事案の処理を依頼するものとする。 

（臨時適性検査等） 

第 26 条の３ 所属長は、法第 102 条第４項の規定により行う臨時の適性検査若しくは同項の規

定による診断書の提出の命令又は同条第５項若しくは第 107 条の４第１項の規定により行う

臨時の適性検査を行う必要があると認める者を認知したときは、安全運転相談管理システム

（兵庫県警察情報管理システムによる対象業務の一つであって、安全運転相談に関する各種



データの管理及び運用をするシステムをいう。）に登録を行うことにより免許課長に通報す

るものとする。 

２ 免許課長は、運転者管理システムから法第 102 条第１項に規定する基準該当者に係る通報

があった場合又は前項の規定による通報（法第 102 条第４項の規定により行う臨時の適性検

査又は同項の規定による診断書の提出の命令を行う必要があると認める者に係るもの（以下

「４項対象者通報」という。）に限る。）を受けた場合において、当該基準該当者又は４項

対象者通報に係る者が法第 102 条第１項から第４項までの規定により行う臨時の適性検査又

は同条第１項から第４項までの規定による診断書の提出の命令を行う必要がある者であると

認めるときは、細則第 18 条第１項の規定により行う臨時の適性検査の実施の通知（以下「臨

適通知」という。）又は法第 102 条第１項から第４項までの規定による診断書の提出（以下

「診断書提出」という。）の命令（以下「診断書提出命令」という。）を行うものとする。 

３ 免許課長は、法第 102 条第５項又は法第 107 条の４第１項の規定により行う臨時の適性検

査を行う必要がある者を認知したとき、又は第１項の規定による通報（４項対象者通報を除

く。）を受けた場合において、当該通報に係る者が法第 102 条第５項又は第 107 条の４第１

項の規定により行う臨時の適性検査を行う必要がある者であると認めたときは、臨適通知を

行うものとする。 

４ 免許課長は、法第 102 条第１項から第５項まで若しくは第 107 条の４第１項の規定により

行う臨時の適性検査（以下「臨時適性検査」という。）又は診断書提出（以下「臨時適性検

査等」という。）の対象者が他府県公安委員会の管轄区域内に住所を変更していたときは、

変更後の住所地を管轄する公安委員会に事後の手続を引き継ぐものとする。 

５ 免許課長は、臨時適性検査の実施を検査依頼書（細則様式第 41 号）又は検査依頼書（認知

機能検査の結果によるもの）（細則様式第 41 号の２）により規則第 29 条の３第２項（規則

第 37 条の２の２第１項において準用する場合を含む。）又は第 29 条の３第４項に規定する

医師に依頼するものとする。 

６ 免許課長は、法第 90 条第８項又は第 103 条第６項の規定により適性検査を受け、又は診断

書を提出すべき旨の命令（以下「適性検査の受検等命令」という。）を行う必要があると認

める者については、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める様式を交付して、当

該検査の受検又は診断書の提出を命ずるものとする。 

(1) 現に医師の診察を受けていないと判断される場合 適性検査受検命令書（細則様式第 41

号の２の３） 

(2) 現に医師の診察を受けており、主治医がいる場合 診断書提出命令書（細則様式第 41 号

の２の４） 

（臨時適性検査等を実施した場合の処理） 

第 27 条 免許課長は、免許を受けた者が臨時適性検査の結果、免許の取消し又は免許の効力の

停止の基準に該当するときは、公安委員会又は警察本部長（以下「本部長」という。）の決

定を受けてその者の免許を取り消し、免許の効力を停止し、又はその者の身体の状態に応じ

て条件を付し、若しくは条件を変更するものとする。 

２ 免許課長は、免許試験に合格した者が臨時適性検査の結果、免許の拒否又は保留の基準に

該当するときは、その者の免許を拒否し、又は保留するものとする。この場合に、免許を拒

否するときは、あらかじめ公安委員会の決定を受けるものとする。 



（臨時適性検査等の登録） 

第 27 条の２ 免許課長は、臨適通知若しくは診断書提出命令を行ったとき、適性検査の受検等

命令を行ったとき、臨適通知に基づく臨時適性検査を行ったとき、又は診断書提出命令若し

くは適性検査の受検等命令に基づく診断書の提出を受けたときは、運転者管理システムに登

録するものとする。 

（臨時認知機能検査の不受検等） 

第 27 条の３ 免許課長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

令第 39 条の２第２項の基準により、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止するも

のとする。この場合において、免許を取り消すときはあらかじめ公安委員会の決定を、90 日

以上の免許の効力を停止するときはあらかじめ本部長の決定をそれぞれ受けるものとする。 

(1) 法第 101 条の７第２項の規定による臨時認知機能検査の通知を受けた者が同条第３項の

規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないとき。 

(2) 法第 101 条の７第５項の規定による臨時高齢者講習の通知を受けた者が同条第６項の規

定に違反して当該通知に係る講習を受けないとき。 

(3) 第 26 条の３第２項の規定により臨時適性検査の通知又は医師の診断書の提出命令を受け

た者が当該通知に従わず検査を受けないとき、又は当該提出命令に従わないとき。 

２ 免許課長は、臨適通知を行った場合において、当該通知を受けた者が、臨時適性検査を受

けないときは、その者の免許を保留し、又は免許の効力を停止するものとする。この場合に

おいて、90 日以上の免許の効力を停止するときは、あらかじめ本部長の決定を受けるものと

する。 

３ 免許課長は、第 26 条の３第６項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないとき

は、令第 33 条第２項又は令第 38 条第４項の基準により、その者の免許を拒否し、若しくは

保留し、又は免許を取り消し、若しくは免許の効力を停止するものとする。この場合におい

て、免許を拒否し又は取り消すときはあらかじめ公安委員会の決定を、90 日以上の免許の効

力を停止するときはあらかじめ本部長の決定をそれぞれ受けるものとする。 

４ 免許課長は、前項に規定する免許の取消し又は停止の対象者が、他府県公安委員会の管轄

区域内に住所を変更していたときは、変更後の住所地を管轄する公安委員会に事後の手続を

引き継ぐものとする。 

（違反等登録） 

第 28 条 警察本部の交通取締りを担当する所属の長、警察本部の交通事故捜査を担当する所属

の長（以下「事故捜査担当所属長」という。）及び署長（以下「署長等」という。）は、次

の表の第１欄に掲げる事案の態様の区分に従い、同表第２欄に掲げる報告を要する事項につ

いて、それぞれ同表第３欄に掲げる違反等登録票（以下「違反等登録票」という。）、同表

第４欄に掲げる違反報告書その他の行政処分の手続に関する調査書類（以下「行政処分書」

という。）を作成して免許課長に送付するものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

事案の態様 報告を要する事項 違反等登録票 違反報告書 

次に掲げる違反行為があった

もの（当該違反行為によって自

動車等の交通による人の死傷又

交通部長

が定める様式

１ 犯罪事実現認報告

書 



は物の損壊（以下「交通事故」

という。）があったものを除

く。） 

１ 一般違反行為（令別表第２

の１の表の上欄に掲げる行為

をいう。以下同じ。） 

２ 特定違反行為（令別表第２

の２の表の上欄に掲げる行為

をいう。以下同じ。） 

送致を必要と認

めたもの又は告知

したもの 

の行政処分原

票 

取締り原

票（交通切

符、反則切符

及び交通切符

（保管場所

用）にあって

は６枚目、点

数切符にあっ

ては３枚目） 

２ 捜査報告書 

３ 実況見分調書 

４ 現場見取図 

５ 被疑者供述調書 

６ 参考人供述調書 

７ 酒酔い・酒気帯び

鑑識カード 

８ 医師の診断書 

９ その他違反行為の

立証上必要な書類 

一般違反行為又

は特定違反行為に

よって交通事故が

あったもの 

人の死傷

を伴うもの 

交通部長

が定める様式

の人身事故用

行政処分原票 
物の

損壊を

伴うも

の 

建

物 

そ

の

他 

行政処分

原票 

自損によ

るもの 

重大違反唆し等又は道路外致

死傷があったもの 

交通部長

が定める様式

の重大違反唆

し等・道路外

致死傷行政処

分原票 

２ 免許課長は、前項の規定により行政処分書の送付を受けたときは、その内容を審査し、登

録の対象となるものについては運転者管理システムに対し登録を行うものとする。 

３ 署長等は、第１項の規定により送付した事案について、後日登録対象外の事案であること

が判明したときは、免許課長に速報するとともに、交通部長が定める様式の抹消登録依頼書

により免許課長に登録の抹消を依頼するものとする。 

４ 免許課長は、第２項の規定により登録を行った事案について、後日登録対象外の事案であ

ることが判明したときは、交通部長が定める様式の不適格抹消登録票により運転者管理シス

テムに不適格抹消登録を行うものとする。 

（違反等仮登録） 

第 28 条の２ 署長等は、法第 92 条の２の規定による優良運転者の適正な運用を図るため、前

条第１項に規定する行政処分書の送付対象事案のうち、別に指定する事案については、免許

課長に電話により仮登録を上申するものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により仮登録の上申を受けたときは、速やかに運転者管理システ

ムに違反等登録票により登録を行うものとする。 

３ 署長等は、前項の規定により仮登録を行った事案について、行政処分書の内容を審査し、

登録内容を変更する必要を認めたときは、直ちに運転者管理システムに不適格抹消登録を行

い、変更した内容について再登録するものとする。 

（処分の上申） 



第 29 条 署長等は、免許を受けた者が法第 103 条第１項第８号に該当すると認めたときは、速

やかに免許の取消処分又は停止処分（以下「免許の取消し等処分」という。）を交通部長が

定める様式の危険性帯有等行政処分上申書に行政処分書を添えて公安委員会又は本部長に上

申（交通部運転免許課経由）をするものとする。 

（審査の方法） 

第 30 条 免許課長は、第 28 条第２項の規定により運転者管理システムに対し登録を行ったも

ののうち、免許の取消し等処分に係るもの又は前条の規定により免許の取消し等処分の上申

があったものについては、行政処分書により速やかに免許に関する行政処分の決定について

必要な審査を行うものとする。 

２ 免許課長は、第 28 条第１項の規定により行政処分書の送付を受け、その対象者が、国際運

転免許証等（法第 107 条の２に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証をいう。）を所

持する者であり、法第 107 条の５第１項第２号又は第２項各号に該当すると認めたときは、

交通部長が定める様式の基本量定書（運転禁止）により速やかに免許に関する行政処分の決

定について必要な審査を行うものとする。 

（処分の決定） 

第 31 条 前条第１項の規定により審査した結果、免許の取消し等処分に該当したときは、別に

定めるところにより、公安委員会が自ら免許の取消し等処分を決定するものを除き、90 日以

上の免許の停止処分にあっては本部長又は交通部長が、90 日未満の免許の停止処分にあって

は免許課長が決定するものとする。 

２ 前条第２項の規定により審査した結果、法第 107 条の５に規定する自動車等の運転禁止等

に該当したときは、交通部長が定める様式の自動車等の運転禁止処分決定書により公安委員

会の決定を受けるものとする。 

（不処分事案等の措置） 

第 32 条 免許課長は、免許の停止処分を猶予し、又はしないこととなったものについては、運

転者管理システムに処分猶予登録又は抹消登録を行うものとする。 

２ 免許課長は、免許の停止処分を猶予したときは、当該処分を猶予される者に対し、当該処

分の基準に該当する旨、当該処分を猶予した理由等の説明をした上、交通部長が定める様式

の処分猶予通知書を交付するとともに、交通部長が定める様式の請書（誓約書）を提出させ

るものとする。 

３ 免許課長は、請書（誓約書）を免許の停止処分を猶予された事案に係る行政処分書ととも

に保存するものとする。 

（累積点数等の通知） 

第 33 条 免許課長は、自動車安全運転センター法（昭和 50 年法律第 57 号）第 31 条の規定に

より自動車安全運転センター兵庫県事務所長から照会があったときは、累積点数、運転免許

経歴等について通知するものとする。 

（処分の執行） 

第 34 条 免許課長は、免許の取消し等処分が決定したものについては、免許の取消し等処分

が決定された者（以下「被処分者」という。）に運転免許取消・停止処分書（規則別記様式

第 19 の３の３。以下「取消し等処分書」という。）を交付して処分を執行した場合を除



き、速やかに交通部長が定める様式の行政処分書送付書により当該取消し等処分書を被処分

者の住所地を管轄する署長に送付するものとする。 

２ 署長は、前項の規定により取消し等処分書の送付を受けたときは、交通部長が定める様式

の行政処分執行管理表に登載するとともに、速やかに被処分者に当該取消し等処分書を交付

して処分を執行するものとする。 

３ 免許課長等は、前２項の規定により取消し等処分書を交付したときは、次に掲げる措置を

とるものとする。                                       

(1) 署長は、交通部長が定める様式の運転免許取消・停止処分書交付簿に登載すること。 

(2) 免許課長は、交通部長が定める様式の運転免許取消・停止処分書交付簿（運転免許課呼

出用）に登載すること。 

(3) 免許の取消処分を執行したときは、被処分者が免許証を有する者（以下「免許証保有

者」という。）であるときは当該免許証を返納させ、免許情報記録個人番号カードを有す

る者（以下「免許情報記録保有者」という。）であるときは当該免許情報記録個人番号カ

ードの免許情報記録の抹消を受けさせること。  

(4) 免許の停止処分を執行したときは、被処分者が免許証保有者であるときは当該免許証を

提出させ、これを保管し、免許情報記録保有者であるときは当該免許情報記録個人番号カ

ードの免許情報記録の抹消を受けさせること。この場合において、法第 104 条の２の３第

１項前段の規定による免許の効力の停止（以下「暫定停止」という。）又は一定の病気等

（法第 90 条第１項第１号から第２号まで又は第 103 条第１項第１号、第１号の２若しく

は第３号に規定する病気等をいう。）、違反者講習未受講、臨時適性検査不受検等を理由

として免許の停止処分を執行したときを除き、停止処分者講習について必要な事項を教示

すること。 

４ 免許課長は、自ら免許証の返還をし、又は特定免許情報の記録を行う場合を除き、交通部

長が定める様式の停止処分通知書により被処分者の住所地を管轄する署長に通知するものと

する。この場合において、前項第４号の規定により保管した免許証についても送付するもの

とする。 

５ 免許課長等は、暫定停止を執行した場合において、法第 104 条の２の３第１項後段の規定

により処分を解除するときは、被処分者に対し交通部長が定める様式の運転免許効力停止処

分解除通知書により通知するものとする。 

（処分の通報） 

第 35 条 署長は、免許の拒否等処分及び免許の取消し等処分を執行するときは、事前に運転免

許取消・停止処分書交付簿により免許課長に通報した後、処分を執行するものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定による通報を受けたときは、交通部長が定める様式の行政処分執

行通報受理簿に登載するものとする。 

（処分の登録） 

第 36 条 免許課長は、免許の拒否等処分を受けた者、免許の取消し等処分を受けた者、前条の

規定により処分を執行した旨の通報があった者又は停止処分者講習を受講し、免許の保留若

しくは停止の処分の期間を短縮した者については、交通部長が定める様式の登録票により運

転者管理システムに対し登録を行うものとする。 

（執行不能の場合の措置） 



第 37 条 署長は、免許の取消しの日又は免許の停止処分の期間の始期の日に被処分者が出頭し

なかったときは、その日から起算して 20 日以内に被処分者の所在を調査するなどして免許の

取消し等処分の執行に努めるものとする。 

２ 署長は、前項の措置を採ってもなお被処分者が逃亡、所在不明等により免許の取消し等処

分が執行できなかったときは、交通部長が定める様式の運転免許取消・停止処分執行不能通

報書に被処分者に交付する予定の取消し等処分書を添付して免許課長に送付するものとす

る。 

３ 署長は、第１項に規定する措置をとった結果、被処分者が出張、旅行その他明らかな理由

により第１項に規定する期間内に処分の執行ができないものであることが判明したときは、

その旨を免許課長に通報した上、第１項に規定する期間の経過後においても免許の取消し等

処分を執行するものとする。 

（処分の移送等） 

第 38 条 免許課長は、免許の取消し等処分の上申があった者又は点数通報があった者の住所が

他府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、令第 38 条に規定する処分基準に該当する者に

ついては交通部長が定める様式の行政処分関係書類送付書に、違反者講習に該当する者につ

いては交通部長が定める様式の違反者講習関係書類送付書に行政処分書その他の関係書類を

添付の上、速やかに当該他府県公安委員会に送付して事案の処理を依頼するものとする。 

２ 免許課長は、調査の結果免許の取消し等処分の上申があった者又は点数通報があった者が

他府県公安委員会の管轄区域内に住所を変更していることが判明したときは、法第 103 条第

３項に該当する者については速やかに処分移送通知書（規則別記様式第 19）に行政処分書そ

の他の関係書類を添付の上、当該他府県公安委員会に送付し、事案の処理を依頼するものと

する。 

３ 免許課長は、他府県公安委員会から前２項の規定により行政処分書及びその他の関係書類

の送付があったときは、免許の取消し等に該当する者については第 30 条から前条までの規定

に準じて、違反者講習に該当する者については、講習等実施規程（平成２年兵庫県警察本部

訓令第 23 号）等関係規程に基づき処理するものとする。 

（処分の決定通知及び執行依頼等） 

第 38 条の２ 免許課長及び試験場長は、公安委員会が決定した免許の取消し等処分のうち、そ

の処分に係る者の住所地が他府県公安委員会の管轄区域内にあることが判明したときは、次

に掲げる措置をとるものとする。 

(1) 処分に係る者の住所地を管轄する公安委員会に、交通部長が定める様式の処分決定通知

書を送付し、処分の決定の通知を行うこと。 

(2)  他府県公安委員会に処分の執行を依頼するときは、運転者管理システムにより処分手配

登録を行った後、交通部長が定める様式の処分執行依頼書に処分書及び登録票を添付の

上、速やかに当該他府県公安委員会に送付すること。この場合において、前号の通知と併

せて依頼するときは、交通部長が定める様式の処分決定通知書・処分執行依頼書に処分書

及び登録票を添付の上、当該他府県公安委員会に送付すること。  

(3) 第１号の規定により処分の決定の通知を行った者について、当該通知をした公安委員会

以外の公安委員会が処分を執行したときは、当該通知をした公安委員会に対し、交通部長

が定める様式の処分執行通知書を送付して処分の執行の通知を行うこと。 



２ 免許課長は、他府県公安委員会から処分執行依頼書等により処分書等を受理したときは、

第 34 条から第 37 条までの規定（若年運転者講習を受講しなかった者又は令第 39 条の２の

２の基準に該当する者に係るものについては、第 41 条の２の２の規定）に準じて処理するも

のとする。この場合において、処分を執行したときは、交通部長が定める様式の執行依頼処

分通知書を当該他府県公安委員会に送付して通知するとともに、処分に係る免許証がある場

合（停止処分を行った場合で、処分期間の短縮が見込まれるなどにより、本県において被処

分者に返還するときを除く。）は、これを送付するものとする。 

３ 試験場長は、他府県公安委員会から再試験に不合格となった者又は再試験を受験しなかっ

た者に係る処分執行依頼書等により処分書等を受理したときは、第 41 条の２の規定に準じて

処理するものとする。この場合において、処分を執行したときは執行依頼処分通知書を当該

他府県公安委員会に送付して通知するとともに、処分に係る免許証がある場合は、これを送

付するものとする。 

（仮停止） 

第 39 条 事故捜査担当所属長及び署長（以下「事故捜査担当所属長等」という。）は、法第

103 条の２第１項の規定による免許の効力の停止（以下「仮停止」という。）をしようとす

るときは、直ちに交通部長が定める様式の仮停止等事案発生即報書により免許課長に事案の

概要及び仮停止の処分を必要とする理由を通報し、所要の指示を受けた後、仮停止を行うも

のとする。 

２ ２ 事故捜査担当所属長等は、その者に仮停止・禁止処分通知書（規則別記様式第 19 の

２）を交付するとともに、次に掲げる措置を採るものとする。 

(1) 交通部長が定める様式の仮停止・禁止処分通知書交付簿に登載すること。 

(2) 被処分者が免許証保有者のときは、当該免許証の提出を受け、その保管場所を教示する

こと。 

(3) 被処分者が免許情報記録保有者のときは、当該免許情報記録個人番号カードの提示を受

け、免許情報記録の抹消をすること。 

(4) 口頭による弁明をしたときは、弁明調書を作成すること。 

(5) 交通部長が定める様式の意見の聴取通知書を２部作成し、１部はその者に交付し、他の

１部は署名等を徴し、免許課長に送付すること。 

３ 事故捜査担当所属長等は、仮停止をした事案については、第 28 条第１項の規定にかかわら

ず、当該事案が発生した日から起算して５日以内に人身事故用行政処分原票により、当該事

案に係る関係書類のほか仮停止・禁止通知書（規則別記様式第 19 の３）、意見の聴取通知書

（副本）並びに提出を受けた免許証及び弁明調書を免許課長に送付するものとする。ただ

し、その者の住所が他府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、第 38 条第１項の規定にか

かわらず、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付するものとする。 

４ 前項本文の場合における違反等登録は、免許課長が行うものとする。 

５ 第 30 条から前条までの規定は、仮停止に係る事案に準用する。 

（準仮停止） 

第 40 条 署長等は、一般違反行為、特定違反行為又は交通事故を起こした者のうち、累積点数

が免許の取消処分に該当する者で、仮停止の対象とはならないものについて、早期に意見の



聴取手続を行い、迅速な行政処分（以下「準仮停止」という。）を行うときは、前条第１項

の規定に準じて処理するものとする。 

２ 署長等は、準仮停止の手続を行ったときは意見の聴取通知書を２部作成し、１部はその者

に交付し、他の１部は署名等を徴した上、速やかに関係書類とともに免許課長に送付するも

のとする。 

（仮免許の取消し） 

第 41 条 署長等は、仮免許を受けた者が、仮免許の取消基準に該当することとなったときは、

速やかに交通部長が定める様式の仮運転免許取消事案発生通報書により免許課長に通報する

ものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により通報を受けた場合は、別に定める基準により審査し、その

者の仮免許の取消しを決定したときは、当該事案を担当する署長等にその旨を通報するもの

とする。 

３ 署長等は、免許課長から仮免許の取消しの決定の通報を受けたときは、その者に仮運転免

許取消し処分通知書（規則別記様式第 19 の４）を交付するとともに、次に掲げる措置を採る

ものとする。 

(1) 交通部長が定める様式の仮運転免許取消処分通知書交付簿に登載すること。 

(2) 弁明調書を作成すること。 

(3) 仮免許証を返納させること。 

４ 署長等は、前項に規定する措置を採ったときは、返納された仮免許証に弁明調書を添付し

て、速やかに免許課長に送付するものとする。 

（再試験に係る免許の取消し） 

第 41 条の２ 試験場長は、再試験に不合格となった者又は再試験を受験しなかった者として意

見の聴取による免許の取消処分を決定した者については、速やかにその者に運転免許取消処

分書（規則別記様式第 19 の３の４。以下「取消処分書」という。）を交付して取消処分を執

行するとともに、運転者管理システムへの初心運転者取消登録を行うものとする。この場合

において、免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けているときは、免許証にあっ

ては当該他の種類の免許に係る免許証を作成し、その者が現に受けている免許証と引換えに

送付（交付）用の事務処理票に署名等を徴した上その者に交付し、免許情報記録個人番号カ

ードにあっては受領書に署名等を徴した上免許情報記録の書換えをするものとする。 

２ 試験場長は、再試験に不合格となった後逃走等の理由により即時に運転免許取消処分を執

行できなかった者又は再試験不受験による意見の聴取の通知到達後 30 日経過後においても意

見の聴取に出頭しなかった者については、速やかに運転者管理システムへの初心運転者取消

手配登録を行うものとする。 

３ 試験場長は、取消処分書を交付して処分した場合を除き、速やかに交通部長が定める様式

の運転免許取消処分書の送付書により、当該取消処分書を被処分者の住所地を管轄する署長

に送付するものとする。 

４ 署長は、前項の規定により取消処分書の送付を受けたときは、第 34 条第２項の規定に準じ

て処理するものとする。 

５ 試験場長等は、第１項又は前項の規定により取消処分書を交付して取消処分を執行したと

きは、第 34 条第３項第１号及び第３号の規定に準じて処理するものとする。 



６ 署長は、免許の取消処分書を交付して取消し処分を執行したときは、処分を執行した日に

試験場長に通報するものとする。 

７ 試験場長は、前項の規定による通報を受けたときは、行政処分執行通報受理簿に登載する

ものとする。 

８ 署長は、免許の取消しの日に被処分者が出頭しなかったときは、次に掲げる措置をとるも

のとする。 

(1) 免許の取消しの日から起算して 20 日以内に被処分者の所在を調査するなどして免許の取

消処分の執行に努めるものとする。 

(2) 前号の措置をとってもなお被処分者が逃亡、所在不明等により免許の取消処分が執行で

きなかったときは、運転免許取消・停止処分執行不能通報書に被処分者に交付する予定の

取消処分書を添付して試験場長に送付するものとする。 

(3) 第１号に規定する措置をとった結果、被処分者が出張、旅行その他明らかな理由により

第１号に規定する期間内に処分の執行ができないものであることが判明したときは、その

旨を試験場長に通報した上、第１号に規定する期間の経過後においても免許の取消処分を

執行するものとする。 

（若年運転者期間に係る免許の取消し） 

第 41 条の２の２ 免許課長は、若年運転者講習を受講しなかった者又は令第 39 条の２の２の

基準に該当する者として意見の聴取による免許の取消処分を決定した者については、速やか

にその者に運転免許取消処分書（規則別記様式第 19 の３の４の２。以下「若年運転者取消処

分書」という。）を交付して取消処分を執行するとともに、運転者管理システムへの若年運

転者取消登録を行うものとする。この場合において、免許を取り消された者がなお他の種類

の免許を受けているときは、免許証にあっては当該他の種類の免許に係る免許証を作成し、

その者が現に受けている免許証と引換えに送付（交付）用の事務処理票に署名等を徴した上

その者に交付し、免許情報記録個人番号カードにあっては同事務処理票に署名等を徴した上

免許情報記録の書換えをするものとする。 

２ 免許課長は、取消処分を決定した者のうち、意見の聴取の通知到達後 30 日経過後において

も意見の聴取に出頭しなかった者については、速やかに運転者管理システムへの若年運転者

取消手配登録を行うものとする。 

３ 免許課長は、若年運転者取消処分書を交付して処分した場合を除き、速やかに交通部長が

定める様式の特例取得免許取消処分書の送付書により、当該若年運転者取消処分書を被処分

者の住所地を管轄する署長に送付するものとする。 

４ 署長は、前項の規定により若年運転者取消処分書の送付を受けたときは、第 34 条第２項の

規定に準じて処理するものとする。 

５ 免許課長等は、第１項又は前項の規定により若年運転者取消処分書を交付して取消処分を

執行したときは、第 34 条第３項第１号から第３号までの規定に準じて処理するものとする。 

６ 署長は、若年運転者取消処分書を交付して取消処分を執行したときは、処分を執行した日

に免許課長に通報するものとする。 

７ 免許課長は、前項の規定による通報を受けたときは、行政処分執行通報受理簿に登載する

ものとする。 



８ 署長は、免許の取消しの日に被処分者が出頭しなかったときは、次に掲げる措置をとるも

のとする。 

(1) 免許の取消しの日から起算して 20 日以内に被処分者の所在を調査するなどして免許の取

消処分の執行に努めるものとする。 

(2) 前号の措置をとってもなお被処分者が逃亡、所在不明等により免許の取消処分が執行で

きなかったときは、運転免許取消・停止処分執行不能通報書に被処分者に交付する予定の

若年運転者取消処分書を添付して免許課長に送付するものとする。 

(3) 第１号に規定する措置をとった結果、被処分者が出張、旅行その他明らかな理由により

第１号に規定する期間内に処分の執行ができないものであることが判明したときは、その

旨を免許課長に通報した上、第１号に規定する期間の経過後においても免許の取消処分を

執行するものとする。 

（申請による免許の取消し） 

第 41 条の３ 免許課長は、免許の取消しの申請を受理したときは、運転免許取消申請書（規則

別記様式第 19 の３の７。以下「取消申請書」という。）に記載されている内容を当該申請に

係る免許証等（当該免許証等を亡失し、又は滅失した場合は、添付書類）により確認し、行

政処分に関する事実について運転者管理システムに照会を行った上、交通部長が定める様式

の申請取消受理・取消通知書交付簿（以下「申請取消簿」という。）に登載し、取消申請書

により運転者管理システムに登録されている当該申請に係る免許資料の取消登録又は修正登

録を行うとともに、申請による運転免許の取消通知書（規則別記様式第 19 の３の８。以下

「申請取消通知書」という。）を申請者に交付するものとする。この場合において、免許を

取り消された者がなお他の種類の免許を受けているとき、又は他の種類の免許を受けたい旨

の申出があるときは、事務処理票に登載するとともに、免許証にあっては当該他の種類の免

許に係る免許証を作成し、その者が現に受けている免許証と引換えに送付（交付）用の事務

処理票に署名等を徴した上その者に交付し、免許情報記録個人番号カードにあっては受領書

に署名等を徴した上免許情報記録の書換えをするものとする。 

２ 署長は、免許の取消しの申請を受理したときは、取消申請書を確認し、免許課長に通報す

るとともに、申請取消簿に登載した上、申請取消通知書を申請者に交付するものとする。こ

の場合において、免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けているとき、又は他の

種類の免許を受けたい旨の申出があるときは、免許証にあっては申請者に交付予定日を指定

するとともに、作成依頼用及び送付（交付）用の事務処理票に取消申請書の写し及び申請用

写真を添付して免許課長に送付（申請用写真については細則別表第４に掲げる署長は撮影装

置により送信）し、免許情報記録個人番号カードにあっては送付（交付）用の事務処理票に

署名等を徴した上免許情報記録の書換えをするものとする。 

３ 免許課長は、前項の規定により署長からの通報を受けたときは、運転者管理システムに登

録されている当該申請に係る免許資料の取消登録又は修正登録を行うものとする。 

４ 免許課長は、第２項の規定により取消申請書の写しその他関係書類の送付を受けたとき

は、第１項の規定により免許証を作成し、送付（交付）用の事務処理票により当該免許の取

消しの申請を受理した署長に送付するものとする。 

５ 署長は、前項の規定により免許証の送付を受けたときは、申請者が現に受けている免許証

と引換えに送付（交付）用の事務処理票に署名等を徴した上、当該申請者に免許証を交付す



るものとする。この場合において、当該申請者の免許情報記録の書換えが完了していないと

きは、送付（交付）用の事務処理票に署名等を徴した上、免許情報記録の書換えをするもの

とする。 

（準用規定） 

第 41 条の４ 法第 90 条第５項に規定する免許の事後取消し若しくは事後停止又は同条第６項

に規定する免許の事後取消しについては、第 21 条から第 24 条まで及び第 37 条の規定を準

用する。 

第４章の２ 運転経歴証明書等 

（運転経歴証明書等の交付等） 

第 42 条 免許課長は、運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報（法第 105 条の２第３項に規定

するものをいう。以下同じ。）の記録（以下「経歴証明書等の交付等」という。）の申請を

受理したときは、運転経歴証明書交付等申請（届出）書（細則様式第 41 号の３。以下「運転

経歴申請（届出）書」という。）に記載されている内容を住民票の写しその他の住所、氏名

及び生年月日を確かめるに足りる書類により確認し、運転者管理システムにより照会を行っ

た上、交通部長が定める様式の運転経歴証明書申請（届出）受理簿（以下「経歴証明受理

簿」という。）及び交通部長が定める様式の運転経歴証明書手数料事務処理票（以下「経歴

証明事務処理票」という。）に登載するとともに、申請者が運転経歴証明書（規則別記様式

第 19 の３の９）の交付を希望するときは運転経歴証明書を作成し、経歴証明事務処理票に署

名等を徴した上その者に交付し、運転経歴情報の記録を希望するときは受領書に署名等を徴

した上個人番号カードに運転経歴情報を記録するものとする。 

２ 署長は、経歴証明書等の交付等の申請を受理したときは、運転経歴申請（届出）書の記載

内容を確認し、当該申請者が運転経歴証明書の交付を受けることができる者かを免許課長に

照会するとともに、申請者が運転経歴証明書の交付を希望するときは経歴証明受理簿に登載

した上申請者に交付予定日を指定し、作成依頼用及び送付（交付）用の経歴証明事務処理票

に運転経歴申請（届出）書の写し及び申請用写真を添付して免許課長に送付（申請用写真に

ついては細則別表第４に掲げる署長は撮影装置により送信）するものとし、申請者が運転経

歴情報の記録を希望するときは運転者管理システムへの当該申請に係る登録を免許課長に依

頼するとともに、当該申請者から経歴証明事務処理票に署名等を徴した上で個人番号カード

に運転経歴情報を記録するものとする。この場合において、作成依頼用及び送付（交付）用

の経歴証明事務処理票に運転経歴申請（届出）書の写しを添付し、免許課長に送付するもの

とする。 

３ 免許課長は、前項の規定により経歴証明事務処理票その他関係書類の送付を受けたとき

は、第１項の規定により運転経歴証明書を作成の上、送付（交付）用の経歴証明事務処理票

により、当該申請を受理した署長に送付するものとし、登録の依頼を受けたときは、運転者

管理システムに対し運転経歴情報の登録をするものとする。 

４ 署長は、前項の規定により送付（交付）用の経歴証明事務処理票の送付を受けたときは、

運転経歴証明書にあっては同事務処理票に署名等を徴した上当該申請者に交付し、運転経歴

情報の記録が完了していないときは手数料収入用の経歴証明事務処理票に署名等を徴した

上、個人番号カードに運転経歴情報を記録するものとする。 

（記載事項の変更又は記録事項の変更） 



第 42 条の２ 免許課長等は、運転経歴証明書の記載事項又は運転経歴情報の記録事項の変更の

届出を受理したときは、運転経歴申請（届出）書に記載されている内容を住民票の写しその

他の添付書類により確認し、経歴証明受理簿に登載（免許課長が申請を受理し、かつ、運転

者管理システムに登録するものを除く。）をするとともに、運転経歴申請（届出）書により

届出者の運転経歴証明書又は運転経歴情報の変更に係る事項の記載又は記録を行うものとす

る。この場合において、署長が届出を受理したときは、当該運転経歴申請（届出）書の写し

を免許課長に送付するものとする。 

（運転経歴証明書の再交付） 

第 42 条の３ 免許課長は、運転経歴証明書の再交付の申請を受理したときは、運転経歴申請

（届出）書に記載されている内容を当該申請に係る運転経歴証明書（当該運転経歴証明書を

亡失し、又は滅失した場合は、添付書類）により確認し、経歴証明受理簿に登載するととも

に、免許資料及び運転経歴申請（届出）書により運転経歴証明書を作成し、経歴証明事務処

理票に登載し、署名等を徴した上、当該申請者に交付するものとする。 

２ 署長は、運転経歴証明書の再交付の申請を受理したときは、運転経歴申請（届出）書の記

載内容を確認し、免許課長に照会するとともに、経歴証明受理簿に登載をした上、申請者に

交付予定日を指定するものとする。この場合において、作成依頼用及び送付（交付）用の経

歴証明事務処理票に当該運転経歴申請（届出）書の写し及び申請用写真を添付（申請用写真

については細則別表第４に掲げる署長は撮影装置により送信）し、免許課長に送付するもの

とする。 

３ 免許課長は、前項の規定により運転経歴申請（届出）書の写しその他関係書類の送付を受

けたときは、第１項の規定により運転経歴証明書を作成し、送付（交付）用の経歴証明事務

処理票により、当該申請を受理した署長に送付するものとする。 

４ 署長は、前項の規定により運転経歴証明書の送付を受けたときは、申請者が現に有する運

転経歴証明書と引換え（亡失し、又は滅失している場合を除く。）に送付（交付）用の経歴

証明事務処理票に署名等を徴した上、当該申請者に交付するものとする。 

（運転経歴証明書等の返納等） 

第 42 条の４ 免許課長等は、運転経歴証明書の返納又は運転経歴情報の抹消を受理したとき

は、運転免許証等返納（抹消）書に記載されている内容を確認した上受理し、経歴証明受理

簿に登載の上、当該運転経歴証明書にあっては裁断の方法により廃棄するものとする。この

場合において、署長が受理したときは、当該運転免許証等返納（抹消）書を免許課長に送付

するものとする。 

第５章 処分の期間の短縮  

第 43 条 免許課長等は、停止処分者講習を受講した者から行政処分期間短縮通知書（講習等実

施規程（平成２年兵庫県警察本部訓令第 23 号）様式第８号）の提出があった場合において、

行政処分期間短縮通知書に記載された内容から処分期間が満了していることを確認したとき

は、処分時に免許証を提出していた被処分者に対しては当該免許証（免許更新している場合

は更新された免許証）をその者に返還し、処分時に免許情報記録個人番号カードから免許情

報記録を抹消していた被処分者に対してはその者の申出に応じて個人番号カードに特定免許

情報を記録するものとする。 

第６章 聴聞及び意見の聴取  



第 44 条 聴聞及び意見の聴取に関し必要な事項は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

（平成６年国家公安委員会規則第 26 号）、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の

機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第 27 号）に定めるもののほか、別に

定める。 

第７章 照会等  

（照会） 

第 45 条 所属長は、交通関係事件の捜査その他の理由により、免許に関する事実又は交通法令

違反、交通事故若しくは行政処分に関する事実について運転者管理システムに照会を行う必

要があるときは、免許課長に照会を行うことができる。 

２ 免許課長は、前項の規定により照会を受けた場合において、必要があると認めたときは、

運転者管理システムに登録された免許資料により回答するものとする。 

３ 所属長は、総務部情報管理課長（照会センター）に照会した結果、被照会者が次条第１項

に規定する処分手配又は同条第２項に規定する各手配の被手配者等に該当するときは、次に

掲げる措置を執るものとする。 

(1) 処分手配の被処分手配者に該当するときは、別に定めるところにより、法第 104 条の３

第２項の規定による出頭命令の措置を執ること。  

(2) 前号に規定する以外の者に該当するときは、速やかに当該事案を所轄する所属長に通報

すること。 

（手配登録等） 

第 46 条 免許課長は、運転免許取消・停止処分執行不能通報書の送付を受けたときは、運転者

管理システムに対し処分手配の登録を行うものとする。 

２ 所属長は、次の表の左欄に掲げる者について、その所在を知るため運転者管理システムに

対し手配登録を行う必要があると認めたときは、同表中欄に掲げる手配の区分に従い、同表

右欄に掲げる様式により免許課長に要請するものとする。 

手配登録を要する者等 手配の区分 様式 

盗難等による被害届を受理した盗品等に

係る運転免許証 

盗品等免許証手

配 

交通部長が定める様式の

盗品等免許証手配（解

除）連絡書 

免許資料のある者のうち、前記以外の理

由でその者の所在を知るため必要と認めら

れるもの 

その他手配 交通部長が定める様式の

その他手配（解除）連絡

書 

３ 免許課長は、前項の規定により要請を受けた場合に、必要があると認めたときは、運転者

管理システムに対し手配登録を行うものとする。 

４ 免許課長は、前項の規定により手配登録された者又は免許証について、運転者管理システ

ムから該当ある旨の回答があったときは、その結果を手配登録の要請をした所属長又は事案

を所管する所属長に通報するものとする。 

５ 所属長は、法第 90 条第１項第１号から第２号まで若しくは法第 103 条第１項第１号から第

３号までに掲げる者を認知したとき、又は麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14

号）、あへん法（昭和 29 年法律第 71 号）若しくは覚醒剤取締法（昭和 26 年法律第 252



号）の違反被疑者として検挙したときは、速やかにその者の氏名、生年月日その他必要な事

項を免許課長に通報するものとする。 

６ 免許課長は、前項の規定により通報を受けたとき又は自ら前項に掲げる者を発見したとき

は、運転者管理システムに対し取消等該当関連情報登録を行うものとする。 

（手配登録等の解除） 

第 47 条 手配登録の要請をした所属長は、前条第４項の規定により通報を受けて所要の処理を

行ったとき又はその他の理由により手配の必要がなくなったときは、速やかに免許課長に手

配解除の通報を行うものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により通報を受けたときは、運転者管理システムに対し手配解除

の登録を行うものとする。 

３ 免許課長は、前条第６項の規定により取消等該当関連情報登録をした者が病気の回復その

他の理由により、取消等該当関連情報登録を解除する必要があるときは、不適格抹消登録票

により運転者管理システムに対し抹消登録を行うものとする。 

（登録票の記載要領等） 

第 48 条 運転者管理システムに登録するため作成する各種登録票の記載要領等は、別に定め

る。 

第８章 国際運転免許証及び国外運転免許証  

第１節 国際運転免許証  

第 49 条 国際運転免許証に関する報告徴収については第 26 条の規定を、医師の届出について

は第 26 条の２の規定を、臨時適性検査については第 26 条の３及び第 27 条の規定を、運転

禁止の処分については第 30 条から第 38 条までの規定をそれぞれ準用する。 

第２節 国外運転免許証  

（国外運転免許証の交付の申請の受理） 

第 50 条 免許課長は、国外運転免許証（以下「国外免許証」という。）の交付の申請を受理し

たときは、国外運転免許証交付申請書（規則別記様式第 22 の８）及びその者が外国に渡航す

るものであることを証する書面（以下「旅券等」という。）並びにこれらに添付等された書

類及び写真が規則に適合しているかどうかを審査し、運転者管理システムにより照会を行

い、当該国外免許証の交付を受けようとする者が交付を受ける資格を有する者であることを

確認した上、交通部長が定める様式の国外運転免許証交付簿に登載するものとする。 

（国外免許証の作成） 

第 51 条 免許課長は、前条の規定による審査の結果、国外免許証の交付に支障がないと認めた

ときは、国外免許証交付申請書、旅券等、その者が現に受けている免許証及び提出を受けた

写真により国外免許証を作成するものとする。 

（取消し等処分の執行） 

第 52 条 免許課長等は、国外免許証の交付を受けた者が当該国外免許証に係る免許の取消し等

処分の執行を受けたときは、当該国外免許証を提出させ、当該処分の期間保管するとともに

運転免許取消し・停止処分通知書交付簿にその旨を記載するものとする。 

２ 前項の規定により保管した国外免許証は、その者が免許の停止処分の期間を終了したとき

又は停止処分者講習を受け、当該処分の期間の短縮の決定があり、かつ、免許証を返還すべ

きものであるときは、その者の申請により返還するものとする。 



３ 免許課長等が国外免許証の返納を受理する手続については、第 20 条の規定を準用する。た

だし、他府県公安委員会の交付に係るものについては、運転免許証等返納（抹消）書により

当該他府県公安委員会に通知するものとする。 

第９章 講習  

（講習） 

第 53 条 認知機能検査、運転技能検査、法第 108 条の２第１項第２号から第８号まで及び第

10 号から第 14 号までに規定する講習、令第 37 条の６第２号及び令第 37 条の６の２第１号

に規定する講習並びに運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第

４号）第４条第２項第１号ロに規定する講習に関し必要な事項は、講習等実施規程に定める

もののほか、別に定める。 

第 10章 運転適性検査及び安全運転相談  

（運転適性検査） 

第 54 条 規則第 38 条第３項第２号の規定及びその他希望者からの要請による運転適性検査に

関し必要な事項は、別に定める。 

（安全運転相談） 

第 55 条 所属長は、免許の拒否又は取消し事由等となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそれ

のある病気（法第 90 条第１項第１号から第２号まで又は第 103 条第１項第１号、第１号の

２若しくは第３号に規定する病気等をいう。）に係る安全運転相談を受理したときは、安全

運転相談管理システムに登録するものとする。 

２ 免許課長は、前項に規定する安全運転相談の結果、法第 102 条第４項若しくは第 107 条の

４第１項の規定により行う臨時の適性検査又は法第 102 条第４項の規定による診断書の提出

の命令を行う必要があると認めたときは、第 26 条の３の規定に準じて処理するものとする。 

３ 免許の拒否又は取消し事由等となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある身体の障

害（法第 103 条第１項第２号に規定する身体の障害をいう。）に係る安全運転相談について

必要な事項は、試験場長が別に定める。 

第 11章 雑則  

（更新連絡書等の発送停止） 

第 56 条 交通部高速道路交通警察隊長及び署長は、事件事故等による死体を取り扱った場合又

は警察において死亡確認を行っていない者について遺族等から死亡した旨の通報を受けた場

合は、第 45 条に規定する照会を行い、その者が免許を受けていることが判明したときは、交

通部長が定める様式の死亡者通報連絡票処理簿に登載の上、速やかに交通部長が定める様式

の死亡者通報連絡票により免許課長に通報するものとする。 

２ 免許課長は、前項の規定により通報を受けたときは、その内容を確認の上、運転者管理シ

ステムに抹消登録を行うとともに、当該死亡者に対する更新連絡書（法第 101 条第３項に規

定する書面をいう。）その他免許に係る書面の発送を停止するものとする。 

（申請等を受理しようとする場合の留意事項） 

第 57 条 試験場長、免許課長及び署長は、この規程に係る申請等があった場合において、当該

申請等を受理することにより当該申請等をした者（以下「申請者」という。）に不利益があ

るその他受理を行うことに関する疑義が生じたときは、申請者に不利益があることその他必

要な事項を説明するものとする。 



２ 前項の規定による説明をしてもなお申請者が当該申請等をしようとするときは、申請者の

意向に沿った対応を行わなければならない。 

（申請等の拒否の通知等） 

第 58 条 試験場長、免許課長及び署長は、この規程に係る申請等について審査した結果、求め

られた申請等の内容を拒否する処分を書面により申請者に通知するときは、交通部長が定め

る様式の運転免許申請に対する通知書により行うものとする。この場合において、署長が拒

否する処分を書面により通知する場合の運転免許申請に対する通知書の作成は、免許課長又

は試験場長が行うものとする。 

附 則 

この訓令は、平成２年１月１日から施行する。 

附 則 （平成２年９月 25 日本部訓令第 27 号） 

この訓令は、平成２年 10 月１日から施行する。 

附 則 （平成４年 10 月 21 日本部訓令第 30 号） 

この訓令は、平成４年 11 月１日から施行する。 

附 則 （平成５年４月１日本部訓令第８号） 

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 （平成８年８月 28 日本部訓令第 16 号） 

この訓令は、平成８年９月１日から施行する。 

附 則 （平成 10 年８月 17 日本部訓令第 12 号） 

この訓令は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則 （平成 11 年 10 月 21 日本部訓令第 16 号） 

この訓令は、平成 11 年 11 月１日から施行する。 

附 則 （平成 13 年３月８日本部訓令第４号） 

この訓令は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 14 年３月１日本部訓令第２号） 

この訓令は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 14 年３月 22 日本部訓令第５号） 

この訓令は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 14 年３月 28 日本部訓令第６号） 

この訓令は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 14 年７月５日本部訓令第 10 号） 

この訓令は、平成 14 年７月５日から施行し、改正後の運転免許事務取扱規程の規定は、平成

14 年６月１日から適用する。 

附 則 （平成 16 年４月１日本部訓令第 10 号） 

この訓令は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 16 年 12 月 22 日本部訓令第 19 号） 

この訓令は、平成 16 年 12 月 22 日から施行する。 

附 則 （平成 17 年３月 18 日本部訓令第２号） 

この訓令は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 18 年 12 月 27 日本部訓令第 37 号） 



この訓令は、平成 19 年１月４日から施行する。 

附 則 （平成 19 年６月１日本部訓令第 14 号） 

この訓令は、平成 19 年６月１日から施行する。 

附 則 （平成 19 年６月 19 日本部訓令第 18 号） 

この訓令は、平成 19 年６月 19 日から施行する。 

附 則 （平成 21 年３月 31 日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 21 年５月 29 日本部訓令第 13 号） 

この訓令は、平成 21 年６月１日から施行する。 

附 則 （平成 24 年３月 30 日本部訓令第７号） 

この訓令は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 24 年７月６日本部訓令第 12 号） 

この訓令は、平成 24 年７月９日から施行する。 

附 則 （平成 25 年８月 29 日本部訓令第 11 号） 

この訓令は、平成 25 年９月１日から施行する。 

附 則 （平成 26 年５月 20 日本部訓令第 13 号） 

この訓令は、平成 26 年６月１日から施行する。 

附 則 （平成 27 年３月 13 日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成 27 年３月 20 日から施行する。 

附 則 （平成 27 年３月 19 日本部訓令第 10 号） 

この訓令は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 27 年９月 30 日本部訓令第 15 号） 

この訓令は、平成 27 年 11 月２日から施行する。〔以下略〕 

附 則 （平成 27 年 12 月 11 日本部訓令第 22 号） 

この訓令は、平成 28 年１月１日から施行する。 

附 則 （平成 28 年３月 29 日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 29 年２月 21 日本部訓令第４号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 29 年３月 12 日から施行する。 

附 則 （令和元年 11 月 26 日本部訓令第 12 号） 

この訓令は、令和元年 12 月１日から施行する。 

附 則 （令和３年３月 17 日本部訓令第 12 号） 

この訓令は、令和３年３月 22 日から施行する。〔以下略〕 

附 則 （令和４年５月 13 日本部訓令第 11 号） 

この訓令は、令和４年５月 13 日から施行する。 

附 則 （令和６年 12 月６日本部訓令第 31 号） 

この訓令は、令和６年 12 月 12 日から施行する。 


